
平成26年１月15日

総務部文書法務課

予 算 ・・・５件

条 例 ・・・19件（一部改正19件）

道 路 認 定 ・・・６件（認定６件）

契 約 ・・・２件（工事請負契約の変更１件、物品の買入れ１件）

そ の 他

追加予定議案 ・・・予算５件（平成25年度補正予算）

No. 議案番号 施行日等

５ ５

７ 職員の定数を変更する。
〔合計〕　4,545人　→　4,519人

４ ４
〔予算額〕　  14,954,433千円

平成26年度練馬区後期高齢者医療会計予算

平成26年度練馬区公共駐車場会計予算

〔予算額〕　   　520,268千円

７

練馬区職員定数条例の一部を改正する条例

平成26年４月１日

８

平 成 26 年 第 一 回 練 馬 区 議 会 定 例 会

提 出 議 案 一 覧 表

・・・５件（専決処分の承認１件、財産の交換１件、指定管理者の指定１件、特定の
　　　　　　事務を取り扱う郵便局の指定１件、規約の変更１件）

件 名 お よ び 内 容 説 明

１ １
平成26年度練馬区一般会計予算

〔予算額〕 　239,130,792千円

平成26年度練馬区国民健康保険事業会計予算

〔予算額〕 　 71,842,603千円

〔予算額〕　  47,110,594千円

２ ２

３ ３
平成26年度練馬区介護保険会計予算

８

練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例

６ ６

区長の専決処分事項の承認について（平成25年度練馬区一般会
計補正予算）

平成26年４月１日
生活援護業務支援専門員および学校防犯指導員の職を新設し、
報酬額をそれぞれ月額221,000円とする。

平成25年度練馬区一般会計補正予算について､地方自治法第179
条第１項の規定により平成25年12月25日に専決処分したので、
同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求める。
補正前の額　 236,134,626千円
補　正　額　　　 199,954千円
　　計　　　 236,334,580千円



No. 議案番号 施行日等

１０

練馬区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

平成26年４月１日広告を掲出する目的で建物の壁面等の一部の使用を許可した場
合の使用料を定める。

薬事法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の規定
が項ずれするため、規定の整備を行う。

１４

生涯学習センターに分館を設置するため、所要の改正を行う。
生涯学習センター分館：練馬区高野台二丁目25番１号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の規定が項ず
れするため、規定の整備を行う。

平成26年４月１日
放射線業務従事手当を廃止する。

件 名 お よ び 内 容 説 明

９ ９
練馬区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

11 １１

練馬区区民事務所等の設置に関する条例の一部を改正する条例

１２

練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例
１　平成26年４月１日
２　公布の日

１　敬老館１か所を新設する。
　　上石神井敬老館：練馬区上石神井一丁目６番16号
２　条例の目的、敬老館の事業、利用者の範囲等の規定を設け
　るため、所要の改正を行う。

13 １３

練馬区立生涯学習センター条例の一部を改正する条例

平成26年４月１日

18 １８

練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例の一部を改正する条例

平成26年４月１日

１　保護樹木および保護樹林ならびにねりまの名木の指定の手
　続等を変更するため、所要の改正を行う。
２　緑化委員会の所掌事項について、保護樹林の指定ならびに
　ねりまの名木の指定および指定の解除に関することを加え、
　保護樹木の指定の解除に関することを削る。
３　練馬区風致地区条例の制定に伴い、この条例で引用してい
　る東京都風致地区条例の規定を練馬区風致地区条例の規定に
　改める。
４　その他公共施設等の緑化、伐採の届出等について所要の改
　正を行う。
５　付則において、練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例の規
　定を引用している練馬区風致地区条例を一部改正する。

１　保険料率等を変更するため、所要の改正を行う。
２　保険料の減免の対象者について、所要の改正を行う。

16 １６

練馬区薬事法の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正す
る条例

規則で定める日

平成26年７月22日区民事務所・出張所の見直しに伴い、第二出張所を早宮区民事
務所に、関出張所を関区民事務所に改める。

１７

練馬区アスベスト飛散防止条例の一部を改正する条例

大気汚染防止法の一部改正による吹付けアスベスト等を使用す
る建築物の解体工事に係る届出義務者の変更等に伴い、所要の
改正を行う。

規則で定める日17

14

練馬区立敬老館条例の一部を改正する条例

１　平成26年10月１日
２　公布の日

10

15 １５

練馬区立心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例

平成26年４月１日

12



No. 議案番号 施行日等

２６

〜

３１

19 １９
練馬区立花とみどりの相談所条例の一部を改正する条例

平成26年４月１日
温室植物園を廃止するため、所要の改正を行う。

20 ２０

練馬区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条
例

公布の日
道路法施行令の一部改正に伴い、占用料を減免することができ
る占用物件について、所要の改正を行う。

21 ２１

練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例

１および２　平成26年
　４月１日
３　公布の日

１　公園２か所を新設する。
　　土支田みどりの公園：練馬区土支田三丁目41番１号
　　さくらのひかり公園：練馬区大泉町一丁目45番26号
２　緑地１か所を新設する。
　　土支田ひとやすみ緑地：練馬区土支田二丁目17番18号
３　緑地１か所を廃止する。
　　八の釜の森緑地：練馬区東大泉二丁目27番１号

平成26年４月１日児童遊園１か所を廃止する。
　土支田もくれん児童遊園：練馬区土支田二丁目17番21号

22 ２２

練馬区立児童遊園条例の一部を改正する条例

24 ２４

練馬区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改
正する条例

平成26年４月１日

道路法第８条第１項の規定に基づく特別区道路線の認定を行う
に当たり、同条第２項の規定に基づき議決を求める。

練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築工事請負契約の一部変更に
ついて

25
第三者行為に係る医療費助成の求償に関する規定を設けるため、
所要の改正を行う。

27 ３２

23 ２３

練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例

26

平成25年第一回練馬区議会定例会において可決された平成25年
議案第57号「練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築工事請負契約」
に係る契約金額を変更する。
〔変更前〕　1,597,010,000円
〔変更後〕  1,603,210,000円

１　大泉学園駅北第四
　自転車駐車場に係る
　部分は平成26年10月
　１日、氷川台駅第八
　自転車駐車場に係る
　部分は規則で定める
　日
２　平成26年４月１日

特別区道路線の認定について（６件）

２５

練馬区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条
例

平成26年４月１日

１　自転車駐車場２か所を新設する。
　　大泉学園駅北第四自転車駐車場
　　　　　　　　　　　　　　：練馬区東大泉四丁目３番７号
　　氷川台駅第八自転車駐車場：練馬区早宮一丁目１番８号
２　自転車駐車場１か所を廃止する。
　　大泉学園駅西第二自転車駐車場
　　　　　　　　　　　　　　：練馬区東大泉六丁目51番18号

第三者行為に係る医療費助成の求償に関する規定を設けるため、
所要の改正を行う。

件 名 お よ び 内 容 説 明



No. 議案番号 施行日等件 名 お よ び 内 容 説 明

指定管理者の指定について（練馬区立練馬駅北地下自転車駐車
場）

地方自治法第244条の２第３項の規定に基づく指定管理者の指定
を行うに当たり、同条第６項の規定に基づき議決を求める。
〔指定の期間〕平成26年４月７日から平成28年３月31日まで

31

３７

東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

練馬区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について

平成26年４月１日

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法
律第３条第１項の規定に基づく郵便局の指定を行うに当たり、
同条第３項の規定に基づき議決を求める。

28

後期高齢者医療の保険料について、保険料の軽減に係る経費を
各区市町村の一般財源から分賦金として支弁することとするた
め、規約の変更を行う。

３６

29 ３４

30

３３

32

財産の交換について

３５

練馬区立豊玉第二中学校給食調理用厨房備品の買入れについて

〔入札期間〕　平成25年11月22日から同年12月９日まで
〔開札期日〕　平成25年12月９日
〔契約金額〕　39,690,000円
〔相手方〕　　泉幸工業株式会社
〔納期〕　　　平成26年６月30日
〔納入場所〕　豊玉第二中学校

財産（土地）を交換する。
〔交換に供する財産〕
　　練馬区高野台一丁目2452番２ほか５筆　2,029.31㎡
〔交換により取得する財産〕
　　練馬区高野台一丁目2462番２ほか３筆　1,582.19㎡
〔交換により支払う差額金〕
　　32,506,031円


